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   Ｑ 議員の資格、定数は？ 

 

学生Ｂ： 私でも県議会議員になれますか？ 

 

先 生： 選挙期日までに25歳になっていれば立候補することができ、選挙で当選すれ

ば県議会議員になれますよ。ただし、選挙権、被選挙権が停止されている場合

は、立候補することはできません。また、立候補に当たっては 供
きょうたく

託
きん

金※が必要

になります。 

（※）供託金：選挙に立候補する者が届出の際に納入しなくてはならない一定

の金額（県議会議員選挙は60万円）。選挙で得票数が一定数に

達しないと没収される。 
地方自治法 第１７条〔議員及び長の選挙〕、第１９条〔被選挙権〕 
公職選挙法 第１０条（被選挙権） 
      第１１条（選挙権及び被選挙権を有しない者） 
      第１１条の２（被選挙権を有しない者） 
      第９２条（供託） 
      第９３条（公職の候補者に係る供託物の没収） 

 

学生Ａ： 次の県議会議員選挙はいつ行われるのですか？ 

 

先 生： 次の選挙は令和９年４月に予定されています。前回の選挙は令和５年４月に

実施され、議員の任期は４年と定められているためです。 

他にも、議員に欠員が出た際、補欠選挙が行われる場合があります。最近で

は、令和３年10月に高崎市選挙区で行われました。 

地方自治法 第９３条〔任期〕 
公職選挙法 第３３条（一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙） 
      第３４条（地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選      

挙等） 

 

学生Ａ： 議員は何人いるのでしょうか？ 
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先 生： 県議会の議員の定数は、地方自治法において条例で定めるよう決められてお

り、群馬県では50人と定められています。議員は、県内18の選挙区から選出

され、選挙区ごとの定数は次のとおりです。 

 
 
 

地方自治法 第９０条〔都道府県議会の議員の定数〕 
群馬県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員

の数に関する条例 
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学生Ａ： 考えの近い議員が一緒に行動することはあるのですか？ 

 

先 生： 議員は、議会活動を円滑に行うことや、県民の意見を県の仕事に効果的に反

映させることを目的として、会派を作ることができます。 

会派は、各地域で県政報告会や意見交換会を開いて、県民からいろいろな意

見を聞いています。 

令和６年12月末現在、自由民主党（31人）、つる舞う（５人）、リベラル

群馬（４人）、公明党（３人）、日本共産党（2人）、創生会（1人）、群馬維

新の会（1人）、安政会（１人）の8会派があります。（欠員２人） 

また、これらの会派内で、又は会派を超えて、賛同する議員により県の特定

課題に関する調査研究を共同して行う議員連盟を結成することもできます。 

群馬県議会基本条例 第１１条（会派等の活動） 

 

学生Ｂ： 県議会の中で、役職はありますか？ 

 

先 生： 県議会議員の中から、県議会の代表として会議を進める議長と、議長を助け、

議長がいないときに代わりを務める副議長を選んでいます。議長は、県議会を

代表していろいろな行事に参加しています。 

地方自治法 第１０３条〔議長及び副議長〕 


